
医療機関等 

審査支払機関 

保険者がまず全ての診療報酬明細書の点検を可能とする仕組みの導入（イメージ） 

保険者 【受 付】 

【コンピュータ 
     チェック】 

【審査委員会 
  による審査】 

【請求・支払】 

（請求） （支払） 

（請求） （支払） 

医療機関等 

審査支払機関 

② 希望保険者 ① 【受 付】 

【コンピュータ 
     チェック】 

【審査委員会 
  による審査】 

【請求・支払】 

（請求） （支払） 

（請求） （支払） 

保険者で直接審査し、
疑義の生じたレセプトは
審査委員会で審査。そ
れ以外は支払処理へ。 

希望する保険者は、受
付後保険者へ送付。 

【現行】 【答申のイメージ図】 

③ 

④ 

※疑義のあるレセプト 

※問題のない 
  レセプト 
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